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令和８年度ライフプラン・動画広報業務委託に係る質問・回答（１回目）

回答

鹿児島県では、会計処理の効率化を図るため、
見積書の押印を省略できることとしております。
見積書の押印を省略する場合は、提出書類に
「発行責任者及び担当者」の役職・氏名（フルネーム）
及び連絡先（原則、固定電話番号）」を記載してください。
なお、押印して提出する場合の取扱いは従来どおりです。
つきましては、押印の有無にかかわらず、所定の必要事項が正
しく記載された見積書をご提出ください。
詳細はチラシPDFをご参照ください。

質問内容

見積書内　押印の種類をお願いいたします。


